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道
路
に
穴
や
凸で

こ

凹ぼ
こ

が
…

路
面
や
グ
レ
ー
チ
ン
グ
な
ど
に

異
常
が
あ
れ
ば
道
路
管
理
課
へ

通
報
を

　道
路
の
傷
み
や
陥
没
な
ど

は
、
事
故
を
招
く
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
。
市
で
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
か
ら
の
通
報
や
道
路
パ
ト

ロ
ー
ル
に
よ
り
、
路
面
の
破
損

な
ど
の
早
期
発
見
・
補
修
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

道
路
に
商
品
や
看
板
を

置
か
な
い
で

看
板
設
置
な
ど
は
許
可
が
必
要

　道
路
上
に
立
て
看
板
や
の
ぼ

り
、
商
品
を
置
く
こ
と
は
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
看
板
・
日
よ

け
・
建
設
用
足
場
な
ど
を
設
置

す
る
場
合
は
、
道
路
管
理
者
の

占
用
許
可
が
必
要
で
す
。
設
置

で
き
る
看
板
や
日
よ
け
の
条
件

は
左
図
の
と
お
り
で
す
。

【
車
道
上
の
場
合
】

【
歩
道
が
あ
る
場
合
】

㍍

㍍

㍍

㍍

　ま
た
、
水
路
上
に
設
置
す
る

通
路
橋
が
市
道
の
区
域
を
含
む

場
合
、
地
元
の
承
諾
だ
け
で
な

く
道
路
管
理
者
の
占
用
許
可
が

必
要
で
す
。

生
け
垣
の
手
入
れ
を
忘
れ
ず
に

　生
け
垣
や
植
木
が
道
路
に
は

み
出
し
て
通
行
の
迷
惑
に
な
ら

な
い
よ
う
、
手
入
れ
と
管
理
を

お
願
い
し
ま
す
。

道
路
後
退
用
地
の
寄
付
に

ご
協
力
を

寄
付
を
す
る
と…

道路後退用地

施工前 土や石が
飛んでくる
ことがあって
危険

施工後
舗装されて
安全・快適

　

　住
宅
な
ど
の
建
築
で
道
路
後

退
が
生
じ
る
場
合
、
市
道
に
面

し
て
い
る
後
退
用
地
を
市
に
寄

付
す
る
と
、
市
が
路
面
舗
装
や

維
持
補
修
を
行
い
ま
す
（
右
図

参
照
）。

　ま
た
、
寄
付
し
て
い
た
だ
く

と
、
分
筆
登
記
な
ど
に
か
か
る

費
用
を
市
が
負
担
し
ま
す
。

身
近
な
道
路
を
美
し
く

　市
道
の
清
掃
美
化
活
動
を
行

う
団
体
（
ロ
ー
ド
サ
ポ
ー
タ
ー
・

プ
チ
サ
ポ
ー
タ
ー
）
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
参
加
団
体
に
は
、

活
動
に
必
要
な
清
掃
用
具
な
ど

みんなで道路を安全・快適に
市道の維持管理にご協力を市道の維持管理にご協力を

　生活に身近な存在の道路
を安全で快適なものにする
ために、できることを考え
てみましょう。

８月は「道路ふれあい月間」 

問道路管理課各担当▶市道の維持
管理・道路ボランティア＝総務担当
☎948-6471▶市道の舗装・維持
補修など＝工事担当☎948-6478
▶道路占用・占用物件など＝占用
担当☎948-6473▶道路用地の寄
付など＝路政・境界担当☎948-
6847（共通FAX934-1213）

を
支
給
し
て
い
ま
す
。ま
た
ロ
ー

ド
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、
参
加
団
体

名
を
記
載
し
た
表
示
板
の
設
置

や
、
１
年
以
上
の
活
動
継
続
で

活
動
区
間
の
市
道
に
愛
称
名
を

付
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

道
路
照
明
灯
が
消
え
て
い

た
ら
通
報
を

　市
道
に
設
置
さ
れ
て
い
る
道

路
照
明
灯
が
消
え
て
い
る
、
昼

間
で
も
点
灯
し
て
い
る
な
ど
の

異
常
を
発
見
し
た
と
き
は
、
道

路
管
理
課
へ
通
報
し
て
く
だ
さ

い
。　な

お
、
電
柱
に
設
置
し
て
い

る
照
明
灯
は
、
ほ
と
ん
ど
が
町

内
会
・
自
治
会
な
ど
が
設
置
し

て
い
る
防
犯
灯
で
す
。
防
犯
灯

が
夜
間
に
消
え
て
い
る
な
ど
の

異
常
が
あ
る
場
合
は
、
お
住
ま

い
の
町
内
会
の
代
表
者
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

市
が
管
理
す
る
道
路
は
ど
こ
？

　道
路
に
は
国
・
県
・
市
道
の

ほ
か
、
農
道
や
私
道
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
市
道
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
に
は
、
市
へ
問
い
合
わ
せ

る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

調
べ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
検
索
方
法
は
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

「
地
図
情
報
」
→
eい
～
よ
ま
ち

ナ
ビ
「
市
道
路
線
情
報
地
図
」

を
確
認

（7）2020（令和2）年８月1日号

 内容  子ども版（幼児～小・中学生）＝目標を決めて
30日間健康づくりにチャレンジすると、１日１ポイ
ントのスマイルポイントを獲得。30ポイントためて
応募すると、もれなく参加賞がもらえます。さらに、
おうちの人と一緒にチャレンジすると、すてきなプレ
ゼントが当たる抽選に応募できます。▶大人版（高校
生以上）＝健診の受診や健康目標の達成などでスマイ
ルポイントを獲得。50ポイントをためて応募すると、
抽選で賞品が当たります。
 対象  幼児以上の市民の皆さん
 参加方法  チャレンジシート（市保健所、保健センター
各分室、支所、市ホームページにあり）を入手すれば、
すぐに参加できます。
 応募方法  ８月１日㈯～ 12月28日㈪（消印有効）。直
接または郵送。チャレンジシートを〒790-0813健康
づくり推進課生涯健康づくり担当（市保健所〈萱町六
丁目〉１階）へ（直接の場合は保健センター各分室へ
の提出も可）
※令和３年１月末に抽選会を実施予定。当選者には賞
品を郵送します

　市内の良好な景観を形成している建築物、屋外広告物、まちなみ・まちづくり活動を
募集します。

 募集内容  建築部門＝魅力ある景観を形成し
ている市内の建築物・工作物などで、意匠・
形態・色彩・材料などに工夫が見られるも
のなど▶屋外広告物部門＝魅力ある景観を
形成している市内の屋外広告物で、周辺環
境に調和したものなど▶まちなみ・まちづ
くり部門＝歴史や文化、自然と調和した将
来にわたり守り育てていきたい街並み、街
路など松山らしい景観、または、地域住民
が主体となった活動やイベントなどで地域
の個性や魅力ある景観につながり、現在も
続いているものなど
 対象  どなたでも（自薦・他薦問わず。複数

健康マイレージ事業に参加して
「スマイルポイント」を集めましょう

問健康づくり推進課☎911-1855・FAX925-0230 問都市デザイン課☎948-6848・FAX934-1807

「第12回まつやま景観賞」募集期限迫る

第
11
回
ま
つ
や
ま
景
観
賞

　受賞
物
件
・
活
動

き
ら
め
き
大
賞

「
宝
荘
ホ
テ
ル
　

道
後
御
湯
」

き
ら
め
き
奨
励
賞

（
建
築
部
門
）

「
ミ
ウ
ラ
愛
サ
イ
ト（
右
）、

ミ
ウ
ラ
愛
ラ
ン
ド（
左
）」

き
ら
め
き
奨
励
賞

（
ま
ち
な
み
・
ま
ち
づ
く
り
部
門
）

「
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン

中
島
大
会
」

審
査
員
特
別
賞

「
花
園
町
通
り
ま
ち

づ
く
り
活
動
」

　幼児から小・中学生と、その保護者世代を中心に、
気軽に楽しく健康づくりにチャレンジできる「健康
マイレージ事業」が始まります。

点応募可）
 申し込み  ８月31日㈪（消印有効）。直接ま
たは郵送・ファクス・eメール。部門、物
件などの名称、所在地、応募（推薦）理由、
応募（推薦）者の住所、氏名、電話番号を
〒790-8571都市デザイン課「第12回ま
つやま景観賞事務局」（市役所本館７階）
メール
e toshikeikan@city.matsuyama.ehime.jp
へ
※選考結果は令和３年１月ごろ受賞者へ通
知し、市ホームページなどで公表します。
受賞者には表彰状と記念品、受賞物件の推
薦者には記念品を贈呈します

mailto:toshikeikan@city.matsuyama.ehime.jp

